
   

 

 

令和２年度「犯罪被害者週間」における広報・啓発について 

 

令和２年 11 月 19 日 

県 民 活 動 課 

１ 趣 旨 

犯罪被害者等の置かれた状況や，平穏な生活への配慮等について，県民の

理解を深め，県民の協力のもとに関係施策が講じられていくよう，「犯罪被害

者週間」に合わせて，広報・啓発を実施する。  

 

２ 期 間 

令和２年11月25日（水）から12月１日（火）までの７日間 

 （「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月１日以前の１週間が，「犯罪

被害者週間」と定められている。） 

 

３ 令和２年度犯罪被害者等に関する標語 

  小さな勇気 きっとだれかの 大きな支え 

 

４ 県内における主な取組 

(1) 令和２年度被害者支援講演会 

    日時  令和２年11月28日（土）14：00～17：00 

 場所  広島弁護士会館（広島市中区上八丁堀2-73） 

 主催  公益社団法人広島被害者支援センター 

 共催  広島県，広島市，広島県警察本部，広島県被害者支援連絡協議会 

 後援  広島弁護士会，日本司法支援センター広島地方事務所，報道機関 

 内容 講演「被害者と被害者支援について」 

（公社）広島被害者支援センター理事 内野 悌司 
 

(2) ポスター等による広報 

   県関係機関と県内全市町にポスターを掲示し，啓発チラシを配架すると

ともに，県庁に懸垂幕を掲出する。 
 

(3) その他 

   平成17年度以降実施していた街頭キャンペーンは，新型コロナウイルス 

感染症拡大防止のため中止する。 
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